
阿蘇の草原は、
人の手が入らないと藪や林になります。
平安時代から続いている阿蘇の草原は、放牧地として利用され、
刈り取った草は人々の暮らしを支えるものでした。
だからこそ、危険を伴う野焼きを行い千年に亘り維持されてきたものです。

本商品の預金総額に応じて寄附いたします。

阿蘇草原再生
定期預金

阿蘇草原再生募金事務局 阿蘇グリーンストック
阿蘇草原再生千年委員会  阿蘇草原再生協議会
https://www.aso-sougen.com/kyougikai/

熊本第一信用金庫
大津支店（普通）0094459

［お問い合わせ先］
公益財団法人阿蘇グリーンストック 熊本県阿蘇市小里656-1 TEL 0967-32-3500

阿蘇草原再生募金

振
込
先

●

●
●

●
●

福岡
福岡県

久留米

佐賀

熊本

別府

大分
大分県

延岡

日向

大野川

筑後川

菊池川

白川

緑川

熊本県

鹿児島県

佐賀県

●
●

●
五ヶ瀬川

宮崎県

九州の水がめ
阿蘇の草原は、6本の
一級河川の源流域に
あたり、約500万人も
の人々の暮らしや、多
くの産業活動を支えて
います。

0.080%
［預入期間］5年



阿蘇草原再生定期預金

※今後の金利情勢により予告なしに商品内容、適用金利等の変更あるいは、取扱いを中止する場合があります。

熊本第一信用金庫店舗案内

本 店 営 業 部

菊 池 支 店

水 前 寺 支 店

熊 本 駅 前 支 店

帯 山 支 店

山 鹿 支 店

来 民 支 店

植 木 支 店

健 軍 支 店

南 熊 本 支 店

清 水 支 店

武 蔵 ヶ 丘 支 店

☎ 0 9 6 - 3 5 5 - 6 1 1 0

☎ 0 9 6 8 - 2 5 - 3 1 3 1

☎ 0 9 6 - 3 6 4 - 8 1 4 7

☎ 0 9 6 - 3 5 3 - 0 5 2 1

☎ 0 9 6 - 3 8 3 - 2 2 1 8

☎ 0 9 6 8 - 4 4 - 4 1 2 5

☎ 0 9 6 8 - 4 6 - 2 0 2 6

☎ 0 9 6 - 2 7 2 - 2 2 1 1

☎ 0 9 6 - 3 6 9 - 3 2 1 1

☎ 0 9 6 - 3 7 8 - 5 1 1 1

☎ 0 9 6 - 3 4 5 - 6 1 1 1

☎ 0 9 6 - 3 3 8 - 9 1 1 1

小 峯 支 店

上 通 支 店

田 崎 支 店

新 町 支 店

松 橋 支 店

刈 草 支 店

尾 ノ 上 支 店

御 船 支 店

玉 名 支 店

大 津 支 店

益 城 支 店

八 代 支 店

☎ 0 9 6 - 3 6 9 - 6 1 1 1

☎ 0 9 6 - 3 5 6 - 6 0 0 0

☎ 0 9 6 - 3 2 6 - 2 1 6 1

☎ 0 9 6 - 3 2 6 - 2 5 5 5

☎ 0 9 6 4 - 3 3 - 5 1 5 1

☎ 0 9 6 - 3 5 8 - 1 1 4 0

☎ 0 9 6 - 3 6 7 - 1 5 5 5

☎ 0 9 6 - 2 8 2 - 3 8 3 3

☎ 0 9 6 8 - 7 3 - 5 2 3 3

☎ 0 9 6 - 2 9 3 - 6 2 0 0

☎ 0 9 6 - 2 8 6 - 6 5 1 1

☎ 0 9 6 5 - 3 1 - 6 2 1 1

●本商品は預金保険制度の対象商品であり、元本1,000万円とそのお利息が保護の対象とな

ります。（当金庫に複数の口座がある場合は、それらの預金元本を合計して1,000万円とそ

のお利息が保護されます。）

●この預金は、新規お預入を対象とした商品で、当金庫定期預金からの預替えはできません。

●ATMでのお預入れはできません。

●税金  個人の場合

  20.315％（国税15.315％、地方税5％）の源泉分離課税となります。

  （ただし、マル優をご利用の場合を除きます。）

　　　 法人の場合

  総合課税または非課税となります。

本商品の預金総額（各年度末の契約残高）を参考にして、阿蘇草原再生のための寄附を行い

ます。

原則として中途解約はできません。やむを得ず中途解約される場合は、当金庫所定の中

途解約利率により計算した利息を元金とともにお支払いします。

10万円以上1,000万円以下（新規預入のみとさせていただきます。）

5年

0.080％

個人・法人・各種団体（地方公共団体、金融機関を除く）、新規預入れのみ

証書式・通帳式のみ

お 預 入 金 額

お 預 入 期 間

金 　 　 利

お 預 入 方 式

ご利用いただける方

お利息及び税金

中途解約時の取扱

そ の 他

寄 　 　 附




